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Ⅳ  

大会等の在り方の見直し 
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ア 中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者は、生徒の参加機会の確保の観点から、大

会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ活動や複数校

合同チームの会員等も参加できるよう、都道府県大会、地区大会及び区市町村大会におい

て見直しを行う。 

  例えば、東京都中学校体育連盟（以下「都中体連」という。）及びその域内の中学校体育

連盟（以下「域内の中体連」という。）等が主催する大会においても同様の見直しが図られ

るよう、都中体連は域内の中体連に対し、必要な協力や支援を行う。 

 

イ 東京都教育委員会及び区市町村教育委員会は、大会等に対する支援の在り方を見直し、

地域クラブ活動等も参加できる大会等に対して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・

スポーツ施設、文化施設の貸与等の支援を行う。  

  

ウ 大会等の主催者は、移行期において学校部活動と地域クラブ活動の両方が存在する状況

において、公平・公正な大会参加機会を確保できるよう、複数校合同チームの取扱いも含

め、参加登録の在り方を決定する。 

 

 

(1) 大会等への参加の引率 

【学校部活動】 

ア 大会等の主催者は、学校部活動における大会等の引率は原則として部活動指導員や外

部指導者が単独で担うことや、外部指導者や地域のボランティア等の協力を得るなどし

て、生徒の安全確保等に留意しつつ、できるだけ教員が引率しない体制を整える旨を、

大会等の規定として整備し、運用する。 

 

イ 東京都教育委員会及び区市町村教育委員会において、部活動指導員や外部指導者によ

る引率を認めていない場合は、適切な部活動指導員や外部指導者による引率が可能とな

るよう見直す。 

 

【地域クラブ活動】 

地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うこととし、大会等の

主催者はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。 

 

(2) 大会運営への従事 

ア 大会等の主催者は、自らの団体等に所属する職員に大会運営を担わせ、人員が足りな

い場合は、大会主催者が大会開催に係る経費を用いてスポーツ・文化芸術団体等に外部

１ 生徒の大会等の参加機会の確保 

２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 
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委託をするなど、適切な体制を整える。 

  

イ 大会等の主催者は、大会等に参加する学校や地域クラブ活動の実施主体等に対して、

審判員等として大会運営への参画を出場要件として求める場合は、参画することに同意

する部活動顧問や地域クラブ活動の指導者に対して、大会等の主催者のスタッフとなる

ことを委嘱し、主催者の一員として大会等に従事することを明確にする。 

 

ウ 東京都教育委員会、区市町村教育委員会及び校長は、大会運営に従事する教員等の服

務上の扱いの明確化や兼職兼業の許可について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活

動の運営団体・実施主体は、当該団体等の規定等に基づき、必要に応じて大会運営に従

事する指導者の兼職兼業等の適切な勤務管理を行う。 

 

エ 東京都教育委員会、区市町村教育委員会及び校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員

等として日頃から当該団体等の活動に従事している教員等を含め、教員等が実費弁済の

範囲を超えて報酬を得て大会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の許可を

含めた適切な勤務管理を行う。この際、学校における業務への影響の有無、教員等の健

康への配慮から、学校での職務負担や大会運営に従事する日数等を確認した上で、兼職

兼業・等の許可の判断を行う。 

 

オ 大会等の主催者は、必要に応じ、スポーツ・文化ボランティア活動の推進に関する取

組を行う団体等との連携を図る。 

 

 

ア 大会等の主催者は、参加する生徒の健康と安全を守るため、大会等の開催時期について、

夏季であれば空調設備の整った施設を会場として確保し、そのような環境を確保できない

場合には夏の時期を避ける。 
 

イ 大会等の主催者は、夏季以外の季節であっても気温や湿度の高い日が少なくないことか

ら、各種目・部門の特性等を踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が可能な環境基

準として、例えば、気温や湿度、暑さ指数（WBGT） 等の客観的な数値を示す。 

 

ウ 大会等の主催者は、天候不順等により大会日程が過密になった場合は、大会等を最後ま

で実施することのみを重視することなく、試合数の調整や、途中で大会等を打ち切るなど、

生徒の体調管理を最優先に対応する。 

 

 

 

３ 生徒の安全確保 
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ア 大会等の主催者は、発育・発達期にある生徒にとっての大会等の意義を、スポーツ庁及

び文化庁の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラ

イン」、東京都教育委員会の「部活動の在り方に関する方針」の趣旨を踏まえて改めて検討

し、意義が認められる場合にはそれを踏まえて、生徒にとってふさわしい大会等の在り方

や、適切な大会等の運営体制等に見直す。 

 

イ 大会等の主催者は、大会の開催回数について、生徒や保護者等の心身の負担が過重にな

らないようにするとともに、学校生活との適切な両立を前提として、種目・部門・分野ご

とに適正な回数に精選する。 

 

ウ 東京都教育委員会、区市町村教育委員会及び校長は、協議会等の場を活用し、中学校の

生徒が参加する大会等の全体像を把握し、週末等に開催される様々な大会等に参加するこ

とが、生徒や指導者の過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請する

とともに、中学校の生徒が参加する大会数の上限の目安等を定める。 

 

エ 校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒の教育上の意義や、生徒や指導者

の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

 

オ 大会等の主催者は、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的とした大

会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的とした大会などの多様な

大会を開催する。その際、誰もが参加機会を得られるよう、リーグ戦の導入や、能力別に

リーグを分けるなどの工夫をする。 

 

カ スポーツ団体、文化芸術団体は、例えば、大会等の開催と併せて生徒等向けの体験会を

実施するなど、自分なりのペースでスポーツ・文化芸術に親しみたい生徒や、複数の運動

種目等を経験したい生徒等のニーズに対応した機会を設ける。 

 

キ 特別支援学校等の大会等については、特別支援学校等に在籍する生徒のスポーツ・文化

芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携して、スポーツ庁及び文化庁の「学校部

活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」、東京都教育

委員会の「部活動の在り方に関する方針」の趣旨を踏まえ、大会等の整備を進める。その

際、学校における働き方改革の動向に十分留意する。  

 

 

 

 

４ 大会等の在り方 


